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条    例 
 

那覇市名誉市民条例の一部を改正する条例（秘書広報課） 
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那覇市予算決算規則の一部を改正する規則（財政課） 

 

 

 

告    示 
 
 

那覇市告示第２５号 

平成17年４月19日 

掲   示   済 

 
「個人情報目的外利用等届出書」の公表について（総務課） 

 

那覇市個人情報保護条例第９条及び同施行規則第８条の規定に基づき「個人情報

目的外利用等届出書」を別紙のとおり公表する。 

 

那覇市長 翁 長 雄 志 

 

（別紙略） 

 

 

 

 
 
 
 

那覇市告示第２６号 

平成17年４月20日 

掲   示   済 

 
290 



        那 覇 市 公 報  第１４１１号  2005（平成17）年５月16日 

 

那覇市税条例の一部を改正する条例の正誤について（総務課） 
 

平成17年３月31日本庁掲示場掲示により公布（平成17年４月15日那覇市公報第  

1409号登載）した那覇市条例第23号那覇市税条例の一部を改正する条例中、付則第

２条（市民税に関する経過措置）第８項中「所得税法等の一部を改正する法律（平

成17年法律第 号）」は、平成17年３月31日所得税法等の一部を改正する法律の公布

により「所得税法等の一部を改正する法律（平成17年法律第21号）」と、「中小企業

経営革新支援法の一部を改正する法律（平成17年法律第 号）」は、平成17年４月13

日中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律の公布により「中小企業経営革新

支援法の一部を改正する法律（平成17年法律第30号）」となったので告示する。 

 

那覇市長 翁長 雄志 

 

 

 

公    告 
 

 

那覇市公告第１２号 

平成17年 4月 21日 

掲   示   済 

 

 

建築協定の認可及び縦覧について（建築指導課） 

 

建築基準法第７３条第１項の規定により下記の建築協定を認可したので、同条第

２項の規定により公告する。また、同条第３項の規定によりその建築協定書を一般

の縦覧に供する。 

                那覇市長 翁 長 雄 志 

 

１ 認可番号 

      第１号 

２ 認可年月日 

      平成１７年４月２０日 

３ 建築協定の名称 

      ピュアコート首里末吉ヴュー建築協定 

４ 建築協定区域の地名地番 

      那覇市首里末吉町二丁目167番地他 

５ 建築協定書の縦覧場所 

      那覇市役所 都市計画部 建築指導課 

      那覇市銘刈２－３－１ 新都心銘刈庁舎５Ｆ 
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選挙管理委員会告示 
 

那覇市選挙管理委員会告示第４号  

平 成 １ ７ 年 ５ 月 ６ 日 

掲 示 済 

 

選挙人名簿登録の抹消について 
 

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２８条の規定に基づき、次のとおり 

選挙人名簿より登録を抹消した。 

                       那覇市選挙管理委員会 

                         委員長 大 城 勝 夫 

 

１ 登録抹消者   大山 盛貴 他７７３名 

２ 登録抹消者リスト   選挙管理委員会にて保管 

３ 登録抹消条件  平成１６年１２月１日から同年１２月３１日までに転出した

者及び職権消除された者 

４ 登録抹消者数  ７７４名（ 男 ４１７名  女 ３５７名） 

 

 

 
 

那覇市選挙管理委員会告示第５号  

平 成 １ ７ 年 ５ 月 １ ６ 日 

 

選挙人名簿の縦覧場所について 
 

公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２３条第２項の規定により、平成１

７年６月３日（金）から同年６月７日（火）まで縦覧に供する選挙人名簿に登録し

た者の氏名、住所及び生年月日を記載した書面の縦覧場所は、次のとおりである。 

                     那覇市選挙管理委員会 

                         委員長 大 城 勝 夫 

 

   縦覧場所  那覇市銘苅２丁目３番１号  新都心銘苅庁舎２階 

       那覇市選挙管理委員会事務局 
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那覇市選挙管理委員会告示第６号  

平 成 １ ７ 年 ５ 月 １ ６ 日 

 
在外選挙人名簿の縦覧場所について 

 

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３０条の７第１項の規定により平成

１７年６月３日から平成１７年６月７日までに縦覧に供する在外選挙人名簿に登録

した者の氏名、経由領事官の名称、最終住所及び生年月日を記載した書面の縦覧の

場所は、次のとおりである。 

             那 覇 市 選 挙 管 理 委 員 会 

                      委 員 長  大 城  勝 夫  

 

  縦 覧 の 場 所   

那覇市銘苅２丁目３番１号 新都心銘苅庁舎２階 

那覇市選挙管理委員会事務局 
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